
愛知県農業水産局及び農林基盤局総合評価落札方式競争入札試行要領運用

愛知県農業水産局及び農林基盤局総合評価落札方式競争入札試行要領（以下「試行要領」と

いう。）の取扱については、この運用の定めるところによる。

第１ 一般的事項

１ 簡易型総合評価落札方式（以下「簡易型方式」という。）競争入札及び特別簡易型総合評

価落札方式（以下「特別簡易型方式」という。）競争入札の実施にあたっては、試行要領及

び本運用に定める事項のほか「愛知県農業水産局及び農林基盤局一般競争入札実施要領」の

手続きによるものとする。

２ 技術的要件及び落札者決定基準については、公告において明記するものとする。

３ 評価は、技術提案等評価結果（別表９）により行う。

４ 事務処理についてはフローチャート（別紙６、７、８、９）に記載された日程を標準とす

る。

第２ 入札参加資格要件

簡易型方式競争入札及び特別簡易型方式競争入札の場合の入札参加資格要件に、以下の項

目を加える。

１ 前年度までの過去２年度に、愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注した当該工事と同じ

入札参加業種の工事の実績がある場合は、当該業種工事成績評定点の平均点が６０点以上あ

ること。

経常ＪＶ及び特定ＪＶについては、別紙４、５のとおり。

第３ 愛知県農業水産局及び農林基盤局総合評価審査委員会への意見聴取

学識経験を有する者の意見聴取にあたって契約の内容や目的に応じ効率的に意見聴取を

行うものとし、原則として愛知県農業水産局及び農林基盤局総合評価審査委員会（以下「委

員会」という。）において聴取するものとする。

ただし、委員会が既に意見した評価基準を用いる場合には、その部分については事務局で

確認することができる。

第４ 型式及び種別の選定

型式及び種別の選定は、別紙１（総合評価落札方式の適用及び型式選定基準）に基づき

行うものとする。

第５ 評価項目

１ 簡易型方式競争入札で加算点を算出するために必要な評価項目は、①技術提案、②企業の

技術力、③配置予定技術者の能力、④地域精通度地域貢献度とし、特別簡易型方式競争入札

では②③④のみを評価項目とする。

評価項目の詳細は別表適用表に基づき別表１－１、１－２、２、３、４及び５とし、本庁



事業課又は事務所（以下「事業課等」という。）で適用する型式を決定する。

２ 簡易型方式競争入札の技術提案の内容は、品質管理、施工管理、安全対策、振動・騒音、

濁水・水質、生態系、工期の遵守等とし、課題数は一つとする。

第６ 評価方法

事業課等は、総合評価技術資料（以下「技術資料」という。）を審査して評価案を作成す

る。評価案は別表９でまとめる。

各項目の評価方法については以下のとおりとする。

１ 「技術提案」の評価方法

簡易型方式競争入札の技術提案の評価方法は、原則次のとおりとするが、これによりがた

い場合は、他の評価方法とすることができる。

(1) 設定した１つの課題に対し企業に提案を求める項目を三つ以内で設定し、項目ごとに

３提案までできるものとする。

(2) 各提案の内容を以下により評価し、評価点を決定する。

評価 内 容 評価点

優 ・「良」評価の中でより優れた効果工夫がみられるもの。 ３点

良
・標準案より優れた効果工夫がみられ、具体的で確認がで

きるもの。
１点

可

・標準案と同等のもの。

・標準案より優れた効果工夫がみられ、内容も適切と考えら

れるが、具体性に欠け、確認が困難なもの。

0 点

不採用 ・課題に対して適切な提案となっていないもの等。 0 点

(3) 加算点は各提案の評価点の合計とし、項目ごとにとりまとめることとする。

(4) 項目ごとの加算点の上限は３点とする。

(5) 項目をまたがる類似提案については各項目あわせて最大４点とし、評価点が最も有利

な配点（優（３点）若しくは良（１点））とする。

(6) 「良」以上と評価した技術提案は、「特に定めた契約条件」に該当する技術提案と

して技術提案特記仕様書に記載する。

２ 「企業の技術力」の評価方法

(1) 企業評価対象工事の施工実績

① 過去１０年間の企業評価対象工事施工実績数を評価する。なお、評価対象期間につ

いては、前年度までの過去１０年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日まで

とする。

② 企業評価対象工事は、発注工事と同規模以上とすることを原則とするが、実績数が

少ない工事は実績数を勘案した規模とし、入札参加資格要件である施工実績とは別に

設定する。



③ 一般土木工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、ほ装工事、しゅん

せつ工事、機械設備工事、造園工事及び解体工事（以下「土木工事等」という。）に

おいては、国、愛知県、他の地方公共団体(特殊法人等※含む。）が発注した工事実績

を対象とし、民間工事実績は対象外とする。

※特殊法人等とは、公共工事入札・契約適正化法第２条に規定されている「特殊法人

等」及び県が設立している土地開発公社、道路公社、住宅供給公社等が該当し、土

地改良区は該当しない。（別紙３参照）

④ 入札に参加する営業所（営業所には主たる営業所を含む。以下同じ。）の施工実績

だけでなく、愛知県内にある他の営業所が行った実績は、県外で行ったものを含めて

全て認める。県外の営業所が行った実績は、今回の入札参加者が当該営業所であった

場合にのみ評価する。

⑤ 元請けとして完成・引き渡しが完了した施工実績を認める。

(2) 工事成績

① 過去５年間の愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注した工事の工事成績を評価す

る。

② 発注工事と同じ入札参加業種の成績のみを用いる。

③ 前年度までの過去５年間に契約者に通知した工事成績評定点のうち、各年度の最上

位成績を平均して使用する。

④ 各年度最上位成績の平均点の算出にあたり、受注実績の無い年度の工事成績を以下

の点数とする。

別表１－１，１－２，２適用工事 80 点

別表３，４適用工事 80 点

別表５適用工事 80 点

⑤ 年度当初に配布するデータベース及び工事ごとに通知する「工事等成績評定の結果

（通知）」で確認する。

⑥ ②において｢発注工事と同じ入札参加業種の成績のみを用いる。｣としているが、解

体工事については、｢解体工事業｣による工事成績に加え、建設業法改正(H28.6.1 施行)

の経過措置期間(R1.5 末)までの間に「とび・土工工事業で受注した解体工事」の工事

成績も対象とする。

(3) 優良工事表彰

① 過去５年間の優良工事表彰実績を評価する。（表彰状等の日付で判断する。）なお、

評価対象期間については、前年度までの過去５年間及び当該工事の技術資料を提出す

る日の前日までとする。

② 愛知県農業水産局及び農林基盤局発注工事の優良工事表彰実績を評価する。ただし、

工事目的物の品質に係る表彰に限る。

③ 愛知県知事（農業水産局及び農林基盤局発注工事を除き、企業庁長を含む。）表彰

又は国の局長表彰以上の優良工事表彰実績を評価する。ただし、工事目的物の品質に

係る表彰に限る。

④ 愛知県内にある営業所が授与された実績は、愛知県外で実施したものを含めて全て



認める。

愛知県外の営業所が授与された実績は、今回の入札参加者が当該営業所であった場

合のみ評価する。

⑤ 優良工事表彰実績は２件までを評価の対象とする。

(4) 中長期的な担い手の確保（別表１－１及び１－２、３適用工事）

① 過去２年間に、採用時の年齢が３０歳未満の若手技術者を正規社員として雇用した

実績を評価する。なお、評価対象期間については、前年度までの過去２年間及び当該

工事の技術資料を提出する日の前日までとする。

② 該当する正規社員については、同一企業での再雇用は認めない。また落札者決定時

点で、雇用が継続していることが必要である。

③ 若手技術者の雇用実績は別表１－１及び３適用工事における地域精通度地域貢献度

の雇用実績においても重複加点できるものとする（同一人物も認める）。

④ 技術者の定義として建設業法第７条第二号イで定める学校の建設業法施行規則第１

条に定める学科（国交省令で定める学科）又は建設業法施行令第３６条第１項第四号、

第３７条第１項第二号、同条第２項第一号ロ及び同項第二号ロの規定により、技術検

定試験の受験資格の認定を受けた学校・学科を卒業した者とする。

⑤ 建設業法施行規則第１条に定める学科、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学

科は当該工事と同業種に限定しない。

対象技術検定試験一覧表

建設業法の規定に基づく技術検定試験 技術検定試験関連団体

１級土木施工管理技術検定試験

（一財）全国建設研修センター

２級土木施工管理技術検定試験

１級管工事施工管理技術検定試験

２級管工事施工管理技術検定試験

１級電気通信工事施工管理技術検定試験

２級電気通信工事施工管理技術検定試験

１級造園施工管理技術検定試験

２級造園施工管理技術検定試験

１級建設機械施工管理技術検定試験
（一社）日本建設機械施工協会

２級建設機械施工管理技術検定試験

１級建築施工管理技術検定試験
（一財）建設業振興基金

２級建築施工管理技術検定試験

１級電気工事施工管理技術検定試験
（一財）建設業振興基金

２級電気工事施工管理技術検定試験

※各団体のホームページに掲載されている指定学科・専修学校等一覧表または受験の

手引きにより学校・学科を確認

(5) 国家資格等の取得者（別表１－１及び１－２、３適用工事）



① 正規社員における国家資格等の取得実績を評価する。

② 建設業法施行規則第７条の３第２号の表の下欄に掲げる者（実務経験のみによるも

のを除く。）のうち、指定した資格等を対象とする。なお、国家資格等の取得後に実

務経験を求めるものについては、実務経験を問わないものとする。

③ 対象が当該工事と同業種である必要はない。

④ 入社後に取得したもので、落札者決定時点で雇用が継続していることが必要である。

⑤ 対象期間は前年度までの過去５年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日ま

でとする。

⑥ 国家資格等の種類に応じて合格証明書、免許証等の交付等の日付が対象期間内のも

のを認める。

⑦ 国家資格等の取得実績は別表１－２適用工事における配置技術者の資格保有におい

ても重複加点できるものとする（同一人物も認める）。

国家資格等一覧（建設業法施行規則第７条の３第２号関係）

農業水産局及び農林基盤局 総合評価対象分

資格区分 証明書等 資格等の種類

建設業法「技術検定」 合格証明書

1級建設機械施工管理技士

2級建設機械施工管理技士（第一種～第六種）

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士 種別
土 木

薬 液 注 入

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士 種別
建 築

躯 体

1級電気工事施工管理技士

2級電気工事施工管理技士

1級電気通信工事施工管理技士

2級電気通信工事施工管理技士

1級造園施工管理技士

2級造園施工管理技士

建築士法「建築士試験」 免 許 証

一級建築士

二級建築士

木造建築士

技術士法「技術士試験」 登 録 証

建設、総合技術監理（建設）

建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監

理（建設「鋼構造物及びコンクリート」）

農業「農業農村工学」、総合技術監理（農業「農

業農村工学」



電気電子、総合技術監理（電気電子）

機械、総合技術監理（機械）

機械「熱・動力エネルギー機器」又は「熱工学」、

総合技術監理（機械「熱・動力エネルギー機器」

又は「熱工学」）

機械「流体機器」又は「流体工学」、総合技術

監理（機械「流体機器」又は「流体工学」）

水産「水産土木」、総合技術監理（水産「水産

土木」）

森林「林業・林産」又は「林業」、総合技術監

理（森林「林業・林産」又は「林業」）

森林「森林土木」、総合技術監理（森林「森林

土木」）

電気工事士法「電気工事士

試験」
免 状

第 1種電気工事士

第 2種電気工事士

電気事業法「電気主任技術

者国家試験等」
免 状 電気主任技術者（第 1種～第 3種）

電気通信事業法｢電気通信

主任技術者試験等」
資格者証 電気通信主任技術者

職業能力開発促進法「技能

検定」
合格証書

とび、型枠施工、コンクリート圧送施工

(いずれも 1及び 2級)

ウェルポイント施工(1 及び 2級)

鉄工「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」

(いずれも 1及び 2級)

造園(1 及び 2級)

その他

地すべり防止工事士

建築設備士

計装士

基礎施工士

解体工事施工技士

(6) ＩＣＴ活用工事の取組実績（別表１－１及び１－２、２の一部建設業）

① 愛知県農業水産局又は農林基盤局発注工事を対象とする。

② 発注工事と同じ入札参加業種のＩＣＴ活用工事取組証のみ評価する。

③ 評価対象とする取組証は、当該工事の技術資料を提出する日の前日までに発行され

たものであって、かつ、取組証に記載された完了年月日が過去１年間のものとする。

(7) ＩＳＯ９０００シリーズの取得

① 対象は、ＩＳＯ９００１の認証を受けている企業を評価する。



② 今回の入札に参加する営業所が認証されていること。

３ 「配置予定技術者の能力」の評価方法

(1) 技術者評価対象工事の施工実績（別表１－１、２、３、４及び５適用工事）

① 過去 10 年間の技術者評価対象工事施工実績を評価する。なお、評価対象期間につい

ては、前年度までの過去 10 年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日までとす

る。

② 技術者評価対象工事は発注工事と同規模以上を原則とするが、実績が少ない工事は

実績数を勘案した規模で設定する。

③ 土木工事等においては、国、愛知県、他の地方公共団体（特殊法人等含む。）が発注

した工事実績を対象とし、民間工事実績は対象外とする。

④ 元請けとして完成・引き渡しが完了した施工実績を認める。

⑤ 企業評価対象工事の工事実績と同じである必要はない。

⑥ 主任技術者、監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐（以下「監理技術者

等」という。）又は現場代理人としての実績を評価する。ただし、工事の途中で交代

している場合は、工期の半分以上かつ完了時に従事した者の実績とする。また、工場

製作を含む工事の場合、現場作業期間の半分以上かつ完了時に従事した者の実績とす

る。

⑦ 監理技術者補佐としての実績は、専任で従事した工事の施工実績に限るものとする。

⑧ 配置予定技術者が、現在の企業以外で担当した施工実績も認める。

(2) 工事成績（別表１－１、２、３、４及び５適用工事）

① 過去５年間の愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注した工事のうち、配置予定技

術者が担当した工事の工事成績を評価する。

② 発注工事と同じ入札参加業種の成績のみを用いる。

③ 前年度までの過去５年間に契約者に通知した工事成績評定点のうち、各年度の最上

位成績を平均して使用する。

④ 各年度最上位成績の平均点の算出は、実績のある年度のみで計算（単純平均）する。

⑤ 配置予定技術者が、監理技術者等又は現場代理人として従事した工事の成績評定点

を評価の対象とする。ただし、工事の途中で交代している場合は、工期の半分以上か

つ完了時に従事した者の実績とする。また、工場製作を含む工事の場合、現場作業期

間の半分以上かつ完了時に従事した者の実績とする。

⑥ 監理技術者補佐としての成績は、専任で従事した工事の成績に限るものとする。

⑦ 配置予定技術者が、現在の企業以外で担当した工事成績も含める。

⑧ 過去５年間に愛知県（農業水産局及び農林基盤局を除く）が発注した同業種の工事

成績評価点のうち、最上位成績を評価する。

⑨ 愛知県農業水産局及び農林基盤局発注工事と愛知県（農業水産局及び農林基盤局を

除く）が発注した同業種工事との工事成績の合計加算点は５点を上限とする。（別表

１－１、２及び５適用工事）

⑩ 愛知県農業水産局及び農林基盤局発注工事と愛知県（農業水産局及び農林基盤局を



除く）が発注した同業種工事との工事成績の合計加算点は２点を上限とする。（別表

３及び４適用工事）

⑪ ②において、｢発注工事と同じ入札参加業種の成績のみを用いる｡｣としているが、解

体工事については、｢解体工事業｣による工事成績に加え、建設業法改正(H28.6.1 施行)

の経過措置期間(R1.5 末)までの間に「とび・土工工事業で受注した解体工事」の工事

成績も対象とする。

(3) ＣＰＤ実績（別表１－１、１－２、２、３、４及び５適用工事）

① 過去２年間における建設系ＣＰＤ協議会加盟団体のＣＰＤ実績を評価する。なお、

評価対象期間については、前年度までの過去２年間及び当該工事の技術資料を提出す

る日の前日までをとする。（別表１－１、１－２、２及び５適用工事）

過去１年間の建築ＣＰＤ情報提供制度（運営：建築ＣＰＤ運営会議）によるＣＰＤ

実績を評価する。なお、評価対象期間については、前年度までの過去１年間及び当該

工事の技術資料を提出する日の前日までとする。（別表３及び４適用工事）

② 別表１－１及び１－２適用工事については、評価対象期間内で、任意に定める２年

間（２４ヶ月間）に１年間の推奨単位を取得した者又は任意に定める２年間（２４ヶ

月間）に１年間の推奨単位の半分を取得した者を評価する。

③ 別表２及び５適用工事については、評価対象期間内で、任意に定める１年間（１２

ヶ月間）に１年間の推奨単位を取得した者又は任意に定める２年間（２４ヶ月間）に１

年間の推奨単位を取得した者を評価する。

④ 別表３及び４適用工事については、評価対象期間内で、任意に定める１年間（１２

ヶ月間）に１年間の推奨単位を取得した者又は任意に定める１年間（１２ヶ月間）に

１年間の推奨単位の半分を取得した者を評価する。

⑤ 建設系ＣＰＤの証明書は建設系ＣＰＤ協議会加盟団体のうちから１団体のみ認める。

証明書発行団体以外の団体の取得単位はＣＰＤ単位の相互承認を受け、証明書発行団

体の証明に含めることとする。なお、加盟団体の内容及び推奨単位については、建設

系ＣＰＤ協議会のｗｅｂ等で確認する。

〈参考〉建設系ＣＰＤ協議会の推奨基準例 R3.1.1

建設系ＣＰＤ協議会 単 位
１年間の

推奨基準
備 考

(公社)農業農村工学会 ＣＰＤ単位 ５０

(公社)森林・自然環境技術教育研究センター ＣＰＤ時間 ２０

(一社)全国土木施工管理技士会連合会 ユニット ２０

(公社)土木学会 ＣＰＤ単位 ５０

(公社)日本技術士会 ＣＰＤ時間 ５０



⑥ 建築ＣＰＤ情報提供制度の推奨基準例 R3.1.1

建築ＣＰＤ情報提供制度運営 単 位 １年間の

推奨基準

備 考

建築ＣＰＤ運営会議 認定時間 １２

(4) 資格の保有 （別表１－２）

① １級土木施工管理技士又は２級土木施工管理技士の資格を保有していることを評価

する。

(5) 現場代理人又は主任(監理)技術者の年齢及び女性の活用（別表１－２）

① 現場代理人又は主任(監理)技術者の年齢及び女性の活用を評価する。

② 現場代理人又は主任(監理)技術者の年齢は当該工事の技術資料を提出する日をもっ

て判定する。

(6) 評価の留意点

① (1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の実績は同一人物のものとする。

② 入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、候補

とする技術者のうち、加算点の合計が最も低い候補者の点数を使用すること。また、

加算点が過大となった場合の減点は、(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)の合計に対して適用

する。

③ やむを得ない理由により工期の途中で技術者が交代できると認められた場合は、交

代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保される者を配置するよう

努めること。

４ 「地域精通度地域貢献度」の評価方法

(1) 地域内での拠点の有無（別表１－１、１－２及び３適用工事）

① 建設業の許可を登録している営業所が工事場所の地域内にあることを評価する。た

だし、その営業所で発注工事と同じ入札参加業種が認められているものに限る。

② 地域内での拠点設定は別紙１０を標準とする。

③ 工事場所が複数の事務所管内や市町村に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。

また、工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事

務所管内又は地域を等しく評価する。

(2) 主たる営業所所在地（別表２、４及び５適用工事）

① 主たる営業所が工事場所の地域内又は愛知県内にあることを評価する。

② 主たる営業所所在地設定は別紙１０を標準とする。

③ 工事場所が複数の事務所管内に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。また、

工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事務所管

内又は地域を等しく評価する。

(3) 地域内又は愛知県内での公共工事施工実績（別表１－１、１－２、２及び５適用工事）

① 工事場所の地域内又は愛知県内での公共工事の施工実績を評価する。

② 施工実績は、発注工事と同じ入札参加業種のものとする。



③ 別表１－１及び１－２適用工事については、過去５年間の施工実績、別表２及び５

適用工事については、過去１０年間の施工実績を評価する。なお、評価対象期間につ

いては、前年度までの過去５年間又は１０年間、及び当該工事の技術資料を提出する

日の前日までとする。

④ 元請けとして完成・引き渡しが完了した施工実績を認める。

⑤ 工事場所が複数の事務所管内や市町村に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。

また、工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事

務所管内又は地域を等しく評価する。

⑥ ②において、｢施工実績は、発注工事と同じ入札参加業種のものとする。｣としてい

るが、解体工事については、｢解体工事業｣による工事成績に加え、建設業法改正の経

過措置期間(R1.5 末)までの間に「とび・土工工事業で受注した解体工事」の実績も対

象とする。

(4) 地域内又は愛知県内での企業評価対象工事の施工実績（別表３及び４適用工事）

① 工事場所の地域内又は愛知県内での施工実績を評価する。

② 評価対象期間及び施工実績は、「企業評価対象工事の施工実績」と同様とする。

③ 過去１０年間の施工実績を評価する。なお、評価対象期間については、前年度まで

の過去１０年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日までとする。

④ 元請けとして完成・引き渡しが完了した施工実績を認める。

⑤ 工事場所が複数の事務所管内や市町村に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。

また、工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事

務所管内又は地域を等しく評価する。

(5) 防疫・防災等に関する協定等締結及び活動実績（別表１－１、１－２及び２適用工

事）

① 愛知県と家畜伝染病に係る防疫に関する協定締結及び活動実績

ア 技術資料提出時の防疫に関する協定の締結状況及び過去５年間の防疫協定に基づ

く活動実績を評価する。なお、防疫に関する協定については技術資料提出時点で締

結した協定の期間内であること。また、活動実績の評価対象期間については、前年

度までの過去５年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日までとする。

イ 協定の締結状況及び活動実績は、個別に加算するものとする。

ウ 協定締結状況は、下記の項目を全て満足しているものを評価する。

(ｱ) 愛知県と協定を締結している団体に加入していること。

(ｲ) 当該団体は、発生時の応援等に係わる連絡体制が確立していること。

(ｳ) 当該団体から「その協定に係る企業である旨」の証明があること。

(ｴ) 愛知県が開催する防疫研修へ前年度までの過去３年間及び当該工事の技術資

料を提出する前日までに参加した企業であること。

エ 埋却作業等の活動実績は、協定に基づき愛知県と契約等を行い元請けとして作業

を行った企業を評価する。ただし、元請けの場合でもオペレーター等の労務提供、

消毒作業及び埋却候補地試掘作業等の場合は、下記オと同様の応援として評価する。

オ 埋却作業等の活動実績（応援）については、下請けやオペレーター等の労務提供



及び消毒ポイント等の設置場所の提供等として応援・協力した企業を評価する。

カ 埋却作業等の活動実績と活動実績（応援）による加点は、合計せずにどちらか一

方のみとする。

キ 防疫に関する協定締結及び活動実績及び評定例等は別紙１１から１６によるもの

とする。

② 防災等に関する協定等締結状況及び活動実績

ア 技術資料提出時点の防災等に関する協定等の締結状況及び過去５年間の防災協定

等に基づく活動実績を評価する。なお、防災等に関する協定等については技術資料

提出時点で締結した協定等の期間内であること。また、活動実績の評価対象期間に

ついては、前年度までの過去５年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日ま

でとする。

イ 協定等には次のものを含みます。

・協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼

ウ 協定等の締結状況及び活動実績は、個別に加算するものとする。

エ 防災等に関する協定等は、愛知県又は愛知県内の管理者との間で締結したものを

認める。

オ 防災等に関する協定等は、別表１－１及び１－２適用工事については事務所管内

の土地改良施設、農地海岸施設、治山施設、林道(以下「土地改良施設等」という。

愛知県との間で締結した協定等については愛知県内の土地改良施設等を対象とす

る。）及び公共土木施設を対象とし、別表２適用工事については愛知県内の土地改

良施設等及び公共土木施設を対象とする。なお、各施設の内容は下記のとおりとす

る。

・土地改良施設とは、土地改良法第二条第２項第一号に規定する農業用用排水

施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設で国、地方公共

団体、土地改良区(土地改良区連合を含む)が管理している施設をいう。

・農地海岸施設とは、海岸法第三条第１項に基づく海岸保全区域にあって農林

水産省農村振興局が所管し、同法第二十四条第１項に基づく海岸保全区域台

帳に登載された国、地方公共団体が管理している施設をいう。

・治山施設とは、森林法第四十一条第３項に基づく保安施設事業で設置した施

設及び当該事業に準じて設置した施設をいう。

・林道とは、昭和４８年４月１日付け４８林野道第１０７号林野庁長官通知に

より制定された「林道規程」の第７条に基づく林道台帳に登載されたものを

いう。

・公共土木施設とは、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の対象とな

る河川、海岸（農地海岸施設は除く）、砂防設備、林地荒廃防止施設、地す

べり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園の

施設をいう。

カ 工事場所が複数の事務所管内に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。また、

工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事務所



管内又は地域を等しく評価する。

キ 防災等に関する協定等は、緊急維持修繕や雪氷対策などのように通常の契約であ

っても休日・夜間を問わない作業が行われるものを含む。

ク 加入している団体が協定を締結している場合は、当該団体からの「その協定に係

る企業である旨」の証明がなされていれば認める。

ケ 土地改良施設等と公共土木施設の協定による加点は、合計せずにどちらか一方の

みとする。

コ 活動実績は、「防災等に関する協定等の締結状況の有無」で加点された協定等に

基づく施設に関する活動を認める。また、技術資料提出時点で締結中の協定等と同

等の過去の協定等に基づく活動実績についても認めるものとし、過去に協定等に基

づく実績があっても技術資料提出時点で有効な協定等が無い場合は評価しない。

サ 雪氷対策等、期間限定となる協定等については、技術資料提出時点で協定締結中

でなくても実績を認める。

シ 活動実績は、当該活動を緊急的に実施しないと公共に影響を及ぼす活動を評価の

対象とする。

③ 防疫・防災等に関する協定等締結及び活動実績の加算点は７点を上限とする。

(6) 緊急時の排水ポンプ設備メンテナンスに係る協定等の締結状況及びメンテナンス実

績(別表５適用工事の機械設備工事のうち排水ポンプを含む工事)

① 過去１０年間の緊急時の排水ポンプ設備のメンテナンスに係る協定等の締結状況及

び協定等に基づくメンテナンス実績を評価する。なお、メンテナンスに係る協定等に

ついては技術資料提出時点で締結した協定等の期間内であること。また、評価対象期

間については、前年度までの過去１０年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前

日までとする。

② 緊急時の排水ポンプ設備のメンテナンスに係る協定等は愛知県内の農業用排水機場

を管理する団体等（地方公共団体及び土地改良区）との間で締結したものを認める。

③ メンテナンス実績は、当該活動を緊急的に実施しないと公共に影響を及ぼすものを

評価の対象とする。

(7) ボランティア活動実績（別表１－１、１－２及び３適用工事）

評価対象とするボランティア活動は次に掲げる「労働奉仕」（対価が無いもの。）と

する。

① 過去１年間のボランティア活動実績を評価する。なお、評価対象期間については、

前年度までの過去１年間及び当該工事の技術資料を提出する日の前日までとする。

② 工事場所の地域内又は愛知県内で会社として取り組んでいる無償のボランティア活

動を、企業の信頼性項目として評価する。

③ 国、愛知県及び愛知県内市町村のいずれかから感謝状等を授与された企業活動を評

価する。また、国、愛知県及び愛知県内市町村等で構成する団体(協議会等)からの感

謝状等も評価とする。

④ 愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業の登録活動は、４月から

１２月に公告する工事については前年の１月１日から前年の１２月３１日までのもの、



１月から３月に公告する工事については前々年の１月１日から前々年の１２月３１日

までのもので、活動報告書が提出されているものを認める。

⑤ 愛知県と企業の森づくりに関する協定又は「海上の森」との企業連携プロジェクト

の覚書を締結し、活動報告書が提出されているものを認める。

⑥ 「山地防災ヘルパー」に認定され、活動報告書が提出されているものを認める。た

だし、社員の個人的な活動ではなく、会社又は営業所として取り組んでいる活動を対

象とする。

⑦ 工事場所が複数の事務所管内に跨るときは、双方の地域を等しく評価する。また、

工事場所が事務所管外にある場合、原則、発注事務所管内と工事場所のある事務所管

内又は地域を等しく評価する。

⑧ ボランティア活動実績の加算点は別表１－１及び１－２及適用工事は２点、別表３

適用工事は１点を上限とする。

(8) 雇用実績（別表１－１及び３適用工事）

① 過去２年間に、採用時の年齢が３０歳未満の人材を正規社員として雇用した実績を

評価する。なお、評価対象期間については、前年度までの過去２年間及び当該工事の

技術資料を提出する日の前日までとする。

② 該当する正規社員については、同一企業での再雇用は認めない。また落札者決定時

点で、雇用が継続していることが必要である。

(9) 女性の活躍促進への取組の有無

① 「あいち女性の活躍促進行動宣言」の趣旨を踏まえ、「女性の活躍促進宣言」を行っ

ており、受理書の写しが提出されているものを評価する。（別表１－１､１－２及び３

適用工事）

② 「あいち女性輝きカンパニー」として女性の活躍企業の認証制度に申請し、認証書の

交付を受け、認証書の写しが提出されているものを評価する。ただし、技術資料提出

時点で認証書が有効期間内であるものを認める。（別表２、４及び５適用工事）

③ 「女性活躍促進法に基づく認定（えるぼし、プラチナえるぼし認定）」を受け、基準

適合一般事業主認定通知書の写しが提出されているものを評価する。ただし、技術資

料提出時点で認定されているものを認める。（別表２、４及び５適用工事）

④ 入札参加が営業所であっても、本社が取組を行っている場合も対象とする。

(10) 週休２日工事の取組実績及び愛知県休み方改革マイスター企業認定取得（別表１－

１、１－２、２、３、４及び５適用工事）

① 愛知県農業水産局又は農林基盤局発注工事を対象とする。

② 発注工事と同じ入札参加業種の週休２日工事取組証のみ評価する。

③ 評価対象とする取組証は、当該工事の技術資料を提出する日の前日までに発行され

たものであって、かつ、取組証に記載された完了年月日が過去１年間のものとする。

④ 「完全週休２日」、「週単位の週休２日」、「週休２日の「質の向上」」、「月単位

の週休２日」の取組実績を評価する。

⑤ 「愛知県休み方改革マイスター企業認定（ブロンズ、シルバー、ゴールド認定）」を

取得し、認定証の写しが提出されているものを評価する。ただし、技術資料提出時点



で認定証が有効期間内であるものを認める。

⑥ 週休２日工事の取組実績及び愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の評価点の

合計は最大２点とする。

(11) ＩＳＯ１４０００シリーズの取得

① 対象は、ＩＳＯ１４００１の認証を受けている企業を評価する。

② 今回の入札に参加する営業所が認証されていること。

５ 共同企業体の取扱い

(1) 特定ＪＶの場合の取扱いとして、いずれかの構成員に地域要件を掛ける場合におい

ては、企業の技術力及び配置予定技術者の能力については広域型の評価項目を、地域精

通度地域貢献度については地域型の評価項目を適用する。

(2) 評価項目ごとの共同企業体の取り扱いについては、別紙４及び５のとおりとする。

第７ 落札者決定の方法

入札参加資格をすべて満たしている者のうち、評価値の最も高い者を落札者と決定する。

１ 評価値及び評価点は、次式により算定する。

(1) 入札予定価格３億円以上の機械設備工事を除く全ての工事

①入札価格≧基準価格の場合

評価値 ＝ （評価点 ／ 標準点） × （入札予定価格 ／ 入札価格）

評価点 ＝ 標準点 ＋ 加算点

②入札価格＜基準価格の場合

評価値 ＝ （評価点 ／ 標準点） × （入札予定価格 ／ 基準価格）

評価点 ＝ 標準点 ＋ 加算点

※基準価格は愛知県農業水産局及び農林基盤局低入札価格調査等実施要領の基準価格

による。

(2) 入札予定価格３億円以上の機械設備工事

評価値 ＝ （評価点 ／ 標準点） × （入札予定価格 ／ 入札価格）

評価点 ＝ 標準点 ＋ 加算点

２ 標準点は１００点とし、加算点を「第５評価項目」で決定する。

第８ 加算点の審査方法

１ 評価項目「企業の技術力」、「配置予定技術者の能力」及び、「地域精通度地域貢献度」

の加算点については、入札参加者が加算点申告表及び加算点算出チェックリストを作成し、

参加申込と同時に提出するものとする。

２ 入札参加者の入札価格が判明した時点において、県は、標準点に技術提案の加算点及び入

札参加者が申告した評価項目の加算点を加えた評価点並びに入札価格から各入札参加者の

評価値を算出し、その評価値が一番大きな入札参加者を落札候補者とする。

３ 事後審査に必要な書類（申告した加算点の算出した根拠となる証明書類）により落札候補

者の入札参加資格と評価項目の加算点を順次審査し、適切な落札者を決定する。なお、事後

審査後、過大な加算点となっている評価項目がある場合は、その評価項目に係る加算点を発



注者が審査書類を確認した結果の加算点（以下「審査した加算点」という。）に修正のうえ、

減点（減じる点数）を行うものとする。減点は下記の計算式のとおりとする。ただし、入札

参加者の申告した加算点が過小となる評価項目の加算点の見直しはしない。

減点＝入札参加者が申告した加算点 － 審査した加算点

計算例：審査した加算点１点、入札参加者が申告した加算点２点

減点＝２点－１点＝１点

審査した加算点１点、入札参加者が申告した加算点３点

減点＝３点－１点＝２点

第９ 情報公開

入札公告にて評価項目と配点及び配点基準を公表し、落札者決定後は各入札者の得点も

別表９により公表する。

第１０ 技術提案の履行確認等

１ 原則、「優」「良」と評価された技術提案は、技術提案特記仕様書に記載し履行させるも

のとする。また、「可」と評価された技術提案のうち、契約締結前に協議を行い、履行させ

ることとした項目については、同様に技術提案特記仕様書に記載し履行させるものとする。

ただし、施工において望ましくない内容については、履行しないよう協議を行うものとする。

２ 監督・検査により技術提案特記仕様書に記載された技術提案の履行の確認を行う。(履行

確認の方法は、予め監督員と請負者で協議して定めるが、提案項目ごとの最初の確認は原則

として立会確認とする。)

３ 「優」「良」と評価された技術提案の不履行が認められた場合は再度施工を求める。しか

し、再度の施工が困難あるいは合理的でない等の理由で技術提案特記仕様書に記載された技

術提案の不履行が確定した場合は、工事成績評定点から１０点の減点を行うとともに、契約

金額の減額を行う。契約金額の減額は次式で行う。

減額金額＝契約額×{１－（１００＋契約時の加算点－５点）÷（１００＋契約時の加算点）}

附 則

この運用は、平成１８年７月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成１９年７月１０日から施行する。

附 則

この運用は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２０年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２０年７月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２１年６月１日から施行する。



附 則

この運用は、平成２１年７月１０日から施行する。

附 則

この運用は、平成２２年６月１０日から施行する。

附 則

この運用は、平成２３年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２４年５月１０日から施行する。

附 則

この運用は、平成２４年７月５日から施行する。

附 則

この運用は、平成２５年３月１４日から施行する。

附 則

この運用は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２７年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和元年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和３年６月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和４年１月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和４年４月１日から施行する。

附 則



この運用は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和７年４月１日から施行する。

附 則

この運用は、令和８年４月１日から施行する。



【別紙１】

原則として、下表のとおりとする。

総合評価落札方式の適用及び型式選定基準

型 式

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

型式の分類

型 式 評 価 内 容 評 価 項 目

種別の分類

種 別 内 容

愛知県農業水産局及び農林基盤局発注工事の一般競争入札における総合評価落札方式の適用について

地 域 型
入札参加企業の主たる営業所の所在を愛知県内または愛知県内の一部地域に限る工事とす
る。

広 域 型 地域型以外の工事

企業の技術力

配置予定技術者の能力

地域型（担い手活用）
入札参加企業の主たる営業所の所在を愛知県内または愛知県内の一部地域に限る工事とす
る。
予定価格1000万円以上5000万円未満で比較的単純な工事に適用する。

特別簡易型
施工実績や工事成績等から施工の適切性・確実性を評価す
る。

地域精通度地域貢献度

1000万円

技術提案（１課題）

簡 易 型

特別簡易型の評価内容に加え、品質管理・出来形管理・工
期の設定・安全対策・環境対策等の適切性及び課題対応の
的確性などに関する技術提案を求め、その内容を評価す
る。

３億円

5000万円

3500万円

予定価格
簡易型 特別簡易型

1000万円以上3億円未満5000万円以上の全工種

注）５千万円以上の工事は内容により簡易型もしくは特別簡易型を判断する。判断の目安は別紙２のチェック表によるもの
とする。

企業の技術力

配置予定技術者の能力

地域精通度地域貢献度

地域型

広域型
地域型

広域型

地域型

（担い手活用）



【別紙２】

総合評価落札方式

簡易型における課題設定と本工事における課題の要否チェック表

課題の区分 要否

品質管理

施工管理

安全対策

振動・騒音

濁水・水質

生 態 系

工期の遵守

その他

要の場合→ 課題

理由

自然保護区域内や希少動植物への配慮が必
要である。

ほかとの調整により工期内に確実に完了で
きる適切な工程管理が必要である。

「否」の場合はその理由を選択してください。 また、理由で「その他」を選択した場合は、その理由
を記載してください。
「要」の場合は、課題とその理由を下の欄に記載してください。なお、「要」が複数の場合、技術提案

を求める課題を１つ選択してください。

工事名： 工事

課 題 の 内 容

現場状況及び一般交通や歩行者への安全対
策に対する配慮が特に必要である

濁水の流出防止や水質を考慮した排水処理
が必要である。

周辺に民家や病院・学校等の公共施設があ
り、振動・騒音への配慮が特に必要であ
る。

その他施工にあたり、配慮が必要な事項を
求める。

事務所名： 農林水産事務所

他の工事との調整や接続のために配慮が必
要な施工管理が求められる。

材料やコンクリート等、施工において配慮
を要する品質管理・出来形管理が求められ
る。

否の理由



【 別紙３ 】

「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関

本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。

１ 国、県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」

(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条に規定されている「特殊

法人等」

＊注意事項

・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。

・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第１条に規定がないため該当しません。

(2) 組織に県が加わっている特別地方公共団体（一部事務組合）

（例）・名古屋港管理組合（愛知県、名古屋市）

・愛知県競馬組合（愛知県、名古屋市、豊明市）

(3) 地方公社等

① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」

（例）愛知県道路公社（「愛知道路コンセッション株式会社」との間で建設マネジメント契

約を締結したコンストラクションマネージャーを含む）、名古屋高速道路公社

② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公

社」

③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」

(4) 認可（指定）法人等

公共（益）施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受け

た愛知県が出資している法人とする。

（例）・日本下水道事業団（日本下水道事業団法）

・中部国際空港株式会社（中部国際空港の設置及び管理に関する法律）



共同企業体での入札参加、及び共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い（単体及び経常建設共同企業体での入札） 【 別紙４ 】

企業施工実績 配置予定
技術者
施工経験

２年平均
工事成績

企業施工実績 企業工事成績 優良工事 中長期的な担
い手の確保・
国家資格等の
取得者・ＩＳ

Ｏ9001

ＩＣＴ
活用工事

配置予定技術
者の施工実
績・工事成
績・ＣＰＤ・
資格保有

営業所・災害協
定等・ボラン
ティア・ＩＳＯ

14001

県内公共工事実
績(土木)

地域内企業施工
実績(建築)

雇用実績・女性
の活躍促進・愛

知県休み
方改革マイス
ター企業認定

完全週休２日工
事・週単位の週
休２日工事・週
休２日工事

単
体

該当工事全部
を認める

該当業種工事
全部を対象と
する

県内の営業所
実績（県外工
事も該当）を
認める

該当業種工事
全部を対象と
する

県内の営業所
実績を認める

制限なし 制限なし 制限なし 該当業種工事全
部を認める

県内の営業所実
績を認める

制限なし 制限なし

経
常
Ｊ
Ｖ

対象としない 実績として認
めない

対象としない 実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

特
定
Ｊ
Ｖ

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
対象とする

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
対象とする

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

実績として認
めない

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

実績として認め
ない

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

実績として認め
ない

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

単
体

経常ＪＶとし
ての実績がな
ければ単体実
績を認める

対象としない 実績として認
めない

対象としない 実績として認
めない

経常ＪＶ構成
員のいずれか
１者が該当す
れば認める

実績として認
めない

経常ＪＶ構成員
のいずれか１者
が該当すれば認
める

実績として認め
ない

実績として認め
ない

経常ＪＶ構成員
のいずれか１者
が該当すれば認
める

実績として認め
ない

経
常
Ｊ
Ｖ

全構成員が同
じである経常
ＪＶでの該当
業種工事全部
を対象とする

全構成員が同
じである経常
ＪＶでの実績
は認める

全構成員が同
じである経常
ＪＶでの該当
業種工事全部
を対象とする

全構成員が同
じである経常
ＪＶでの実績
を認める

経常ＪＶ構成
員のいずれか
１者が該当す
れば認める

全構成員が同
じである経常
ＪＶでの実績
を認める

経常ＪＶ構成員
のいずれか１者
が該当すれば認
める

全構成員が同じ
である経常ＪＶ
での実績を認め
る

全構成員が同じ
である経常ＪＶ
での実績を認め
る

経常ＪＶ構成員
のいずれか１者
が該当すれば認
める

全構成員が同じ
である経常ＪＶ
での実績を認め
る

特
定
Ｊ
Ｖ

対象としない 実績として認
めない

対象としない 実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

入札参加者は多い方が望ましいので、入札参加資格部分は幅広く実績を認めている。一方、落札者決定に直接結びつく総合評価加点項目は、ハードルが高く設定されている。

注２）経常ＪＶは、全ての構成員が同じもののみ同一の企業体として扱いますので、入札参加資格でも過去の施工実績は同一と見なせる企業体での実績が原則です。ただし、そうした工事実績が
ない場合には、過去の特定及び経常ＪＶでの実績を単体実績扱いとして入札参加資格を審査します。

総合評価項目

過
去
実
績

注１）本件工事に、単体で入札参加する場合は「今回入札」欄で「単体」の範囲を、経常共同企業体で入札する場合は「経常ＪＶ」の範囲を選びます。「入札参加資格」や「総合評価項目」の列
と、過去の実績が単体としてのものであれば「単体」の行、特定ＪＶでの実績なら 特定ＪＶ」の行がクロスする部分に、実績等の取扱いが記載されています。

元請工事の監
理技術者等や
現場代理人と
しての実績を
認める
ただし施工実
績、工事成績
ＣＰＤ及び資
格保有は同一
人のものとす
る

元請工事の監
理技術者等や
現場代理人と
しての実績を
認める
ただし施工実
績、工事成績
ＣＰＤ及び資
格保有は同一
人のものとす
る

入札参加資格

単
体

経
常
Ｊ
Ｖ

今
回
入
札

出資比率２
０％以上の構
成員である場
合の実績を認
める
（注２参照）

出資比率２
０％以上の構
成員である場
合の実績を認
める

該当工事
全部を認
める

該当工事
全部を認
める



【 別紙５ 】

企業施工実績 配置予定
技術者
施工経験

２年平均
工事成績

企業施工実績 企業工事成績 優良工事 中長期的な担
い手の確保・
国家資格等の
取得者・ＩＳ

Ｏ9001

ＩＣＴ
活用工事

配置予定技術
者の施工実
績・工事成
績・ＣＰＤ・
資格保有

営業所・災害協
定等・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・
ＩＳＯ14001

県内公共工事実
績(土木)

地域内企業施工
実績(建築)

雇用実績・女性
の活躍促進・愛

知県休み
方改革マイス
ター企業認定

完全週休２日工
事・週単位の週
休２日工事・週
休２日工事

単
体

今回入札ＪＶ
全構成員の単
体実績を認め
る

今回入札ＪＶ
全構成員各々
について該当
業種工事全部
を対象とする

今回入札ＪＶ
全構成員の県
内の営業所実
績（県外工事
も該当）を認
める

今回入札ＪＶ
代表構成員の
該当業種工事
全部を対象と
する

今回入札ＪＶ
全構成員の県
内の営業所実
績を認める

今回入札ＪＶ
構成員のいず
れか１者が該
当すれば認め
る

今回入札ＪＶ
全構成員の実
績を認める

今回入札ＪＶ構
成員のいずれか
１者が該当すれ
ば認める

今回入札ＪＶ全
構成員の該当業
種工事全部を認
める

今回入札ＪＶ全
構成員の県内の
営業所実績を認
める

今回入札ＪＶ構
成員のいずれか
１者が該当すれ
ば認める

今回入札ＪＶ全
構成員の実績を
認める

経
常
Ｊ
Ｖ

対象としない 実績として認
めない

対象としない 実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認
めない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

実績として認め
ない

特
定
Ｊ
Ｖ

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
対象とする

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
対象とする

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

実績として認
めない

出資比率20％
以上のものの
み単体と同様
の扱いとして
認める

実績として認め
ない

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

実績として認め
ない

出資比率20％以
上のもののみ単
体と同様の扱い
として認める

入札参加者は多い方が望ましいので、入札参加資格部分は幅広く実績を認めている。一方、落札者決定に直接結びつく総合評価加点項目は、ハードルが高く設定されている。

特定ＪＶの結成を義務づけた工事では、前ページを本ページに差し替える。

共同企業体での入札参加、及び共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い（特定建設工事共同企業体での入札）

特
定
Ｊ
Ｖ

該当工事
全部を認
める

代表構成員が
配置する技術
者の、元請工
事における監
理技術者等や
現場代理人と
しての実績を
認める
ただし施工実
績、工事成績
及びＣＰＤは
同一人のもの
とする

今
回
入
札

過
去
実
績

入札参加資格

出資比率２
０％以上の構
成員である場
合の実績を認
める

総合評価項目

注）「入札参加資格」や「総合評価項目」の列と、過去の実績が単体としてのものであれば「単体」の行、特定ＪＶでの実績なら「特定ＪＶ」の行がクロスする部分に、実績等の取扱いが記載さ
れています。

注）入札参加資格要件においていずれかの構成員に地域要件をかける場合は、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の能力」については広域型の評価項目を、「地域精通度地域貢献度」につい
ては地域型の評価項目を適用する。



【 別紙６ 】

事務所 主務課 農林総務課 総合評価審査委員会 指名審査会議

日数
※１ 累計

日数

落札者決定基準案作成
・評価項目、
評価基準の設定

総合評価委員会資料作成

総合評価委員会資料確認
審査

委員会開催（第１回)
【審査内容】
技術提案評価基準

事務局の確認
【審査内容】
落札者決定基準(除く技術
提案評価基準)

指名審査会議
(資格要件等設定)

入札参加資格要件等
設定資料内申

内申資料を経由

４日 １１日

審査会開催
【審査内容】
１ 資格要件等設定
２ 決定基準の設定

１０日 ２１日

公告・掲示
設計図書閲覧・貸出(公告
開始から入札書提出終了
まで)

公告・掲示
参加申込・技術資料提出

１１日
技術資料(技術提案)の評
価案作成

技術資料の評価案確認審
査
加算点一覧表作成

７日
委員会開催（第２回)
【審査内容】
技術提案審査

入札書提出開始

入札書提出終了

開札・評価値計算

事後審査書類の受付・受
領

事後審査書類の審査
加算点の見直し

評価値の再計算
※２

指名審査資料作成

審査会開催
【審査内容】
１ 資格確認
２ 評価項目の評価の決定
３ 落札者の決定

(入札結果の報告)

※１ 日数には、土・日・休日を含む。

※２ 評価値の再計算で評価値の最も高い者でなくなった場合、落札候補者を評価値の最も高い者に変更し、
落札候補者の事後審査を行う。

４日 ５０日

簡易型総合評価落札方式(本庁契約)事務フローチャート

３９日

７日７日

７日 ４６日



【 別紙７ 】

事務所 主務課 農林総務課 総合評価審査委員会 指名審査会議

日数
※１ 累計

日数

落札者決定基準案作成
・評価項目、
評価基準の設定

総合評価委員会資料作成

総合評価委員会資料確認
審査

事務局の確認
【審査内容】
落札者決定基準

指名審査会議
(資格要件等設定)

入札参加資格要件等
設定資料内申

内申資料を経由

４日 １１日

審査会開催
【審査内容】
１ 資格要件等設定
２ 落札者決定基準

７日 １８日

公告・掲示
設計図書閲覧・貸出(公告
開始から入札書提出終了
まで)

公告・掲示
参加申込・技術資料提出

７～
１４日

２５～
３２日

技術資料の評価案(加算点
一覧表)作成

入札書提出開始

入札書提出終了

開札・評価値計算

事後審査書類の受付・受
領

事後審査書類の審査
加算点の見直し

評価値の再計算
※２

指名審査資料作成

審査会開催
【審査内容】
１ 資格確認
２ 評価項目の評価の決定
３ 落札者の決定

(入札結果の報告)

※１ 日数には、土・日・休日を含む。

※２ 評価値の再計算で評価値の最も高い者でなくなった場合、落札候補者を評価値の最も高い者に変更し、
落札候補者の事後審査を行う。

７日
３６～
４６日

特別簡易型総合評価落札方式(本庁契約)事務フローチャート

７日 ７日

４～
７日

２９～
３９日



【 別紙８ 】

事務所 主務課 事務所 指名審査会議 総合評価審査委員会

日数
※１ 累計

日数

落札者決定基準案作成
・評価項目、
評価基準の設定

総合評価委員会資料作成

総合評価委員会資料確認審査

委員会開催（第１回)
【審査内容】
技術提案評価基準

事務局の確認
【審査内容】
落札者決定基準(除く技術
提案評価基準)

入札参加資格要件等
設定資料(案)作成

４日 １１日

審査会開催
【審査内容】
１ 落札者決定基準
２ 資格要件等設定

公告・掲示
参加申込・技術資料提出

設計図書閲覧･貸出(公告
開始から入札書提出終了
まで)

１１日 ３２日
技術資料の評価案(技術提
案、加算点一覧表)作成

技術資料の評価案確認審査

７日 ３９日
委員会開催（第２回)
【審査内容】
技術提案審査

入札書提出開始

入札書提出終了

開札・評価値計算

事後審査書類の受付・受
領

事後審査書類の審査
加算点の見直し

評価値の再計算
※２

指名審査資料作成

審査会開催【審査内容】
１ 競争参加資格確認
２ 評価項目の評価の決定
３ 落札者の決定

(入札結果の報告)

※１ 日数には、土・日・休日を含む。

※２ 評価値の再計算で評価値の最も高い者でなくなった場合、落札候補者を評価値の最も高い者に変更し、
落札候補者の事後審査を行う。

簡易型総合評価落札方式（所長委任工事・一般競争入札）事務フローチャート

１０日 ２１日

７日 ７日

４～
７日

４３～
４６日

４日
４７～
５０日



【 別紙９ 】

事務所 事務所 指名審査会議 総合評価審査委員会

日数
※１ 累計

日数

落札者決定基準案作成
・評価項目、
評価基準の設定

事務局の確認
【審査内容】
落札者決定基準

入札参加資格要件等
設定資料(案)作成

４日 １１日

審査会開催
【審査内容】
１ 資格要件等設定
２ 落札者決定基準

公告・掲示
参加申込・技術資料提出

設計図書閲覧･貸出(公告開始か
ら入札書提出終了まで)

７～
１４日

２５～
３２日

技術資料の評価案(加算点一覧
表)作成

入札書提出開始

入札書提出終了

開札・評価値計算

事後審査書類の受付・受領

事後審査書類の審査
加算点の見直し

評価値の再計算
※２

指名審査資料作成

審査会開催
【審査内容】
１ 競争参加資格確認
２ 評価項目の評価の決定
３ 落札者の決定

(入札結果の報告)

※１ 日数には、土・日・休日を含む。

※２ 評価値の再計算で評価値の最も高い者でなくなった場合、落札候補者を評価値の
最も高い者に変更し、落札候補者の事後審査を行う。

特別簡易型総合評価落札方式（所長委任工事・一般競争入札）事務フローチャート

７日 １８日

７日 ７日

４～
7日

２９～
３９日

７日
３６～
４６日



参考 【別紙１０】

○地域内での拠点の有無（別表１－１、１－２及び３適用工事）

○主たる営業所所在地（別表２、４及び５適用工事）

地域要件

一宮支所管内

(一宮支所管内工事)

一宮管内を含む尾張管内

(一宮支所管内工事)

農林水産事務所管内

(海部、知多、豊田加茂、新
城設楽、東三河、尾張(一宮
を除く)、西三河(幡豆を除
く))

幡豆出張所管内

(幡豆出張所管内工事)

幡豆出張所管内

(幡豆出張所管内工事)

一宮管内を含む尾張管内

(本事務所管内工事)

幡豆管内を含む西三河管内

(幡豆出張所管内工事)

幡豆管内を含む西三河管内

(本事務所管内工事)

幡豆管内を含む西三河管内

(幡豆出張所管内工事)

２点

同一市町村内

同一市町村(または地
区)内

評価基準と配点

一宮支所管内

事務所(又は市町村）管
内

左記以外

０点

同一市町村内

２点

同一市町村内

２点

同一市町村内

２点

同一市町村内

２点

１点

尾張(一宮を除く)

同一市町村内

２点

(幡豆管内業者)

同一旧市町内

２点

１点

一宮管内

１点

２点

(全員２点）

同一旧市町内

２点

尾張本事務所管内市町

１点

幡豆管内

西三河本事務所管内市町

１点

幡豆管内

(同一市町村扱い２点)

幡豆管内旧市町

(存在しない)

左記以外

０点

１点

１点

(存在しない)

幡豆管内旧市町

１点

０点

左記以外

０点

(存在しない)

左記以外

０点

(一宮管内業者)

左記以外

左記以外

０点

(西三河本所管内業者)

左記以外

０点

(存在しない)

左記以外

０点

(尾張本所管内業者)

(存在しない)

左記以外

０点

(幡豆管内業者)

１点

愛知県内

２点

事務所管内

２点

一宮含む尾張管内

２点

幡豆含む西三河管内

０点

(西三河本所管内業者)

地域内での拠点の有無・主たる営業所所在地の設定

０点

その他

０点

その他

西三河(幡豆を除く)

一宮支所管内工事

幡豆出張所管内工事

１点

愛知県内

１点

区分 評価基準と配点

各農林水産事務所管内工事
(尾張は一宮を含む)

(西三河は幡豆を含む)

愛知県内 その他



【別紙１１】

○ 協定締結に関する加算点の考え方及び証明書類

【加算点の考え方】

任意団体

【証明書類】

※１：締結中の協定等の写し（発生時の応援等に係わる連絡体制表含む）

※２：協定に係る企業である証明書

※３：研修参加証明書（前年度までの過去３年度に参加したもの）

※４：※１～※３を全て満足しているものを評価する。

○ 活動実績に関する加算点の考え方及び証明書類

【加算点の考え方】

・ 愛知県と家畜伝染病に係る防疫協定による活動実績の有無

協定に基づく埋却作業等の活動実績あり ※5

埋却作業等の活動実績（応援）あり ※6

協定及び運用協定を締結している事務所の管内で応援実績あり

他の事務所管内への応援実績あり

実績なし

＜参考＞※別紙参照

・ 防疫協定に関する活動実績の評価例(1)(2) 【別紙１２】及び【別紙１３】

・ 総合評価落札方式による入札を行う場合の取り扱いについて【別紙１４】

【証明書類】

※５：埋却作業等の活動実績の証明書

・ 県との契約書等の写し

※６：埋却作業等の活動実績（応援）の証明書

・ 元請け業者との契約書等の写し

・ 県と契約した場合は県との契約書の写し又は県からの証明書等(※7)の写し

※７： 防疫活動証明証書(例) 【別紙１５】

○ 防疫・防災等に関する合計加算点の考え方

防疫協定締結＋防疫活動実績＋防災協定締結＋防災活動実績＝上限７点 ※8

※８：計算上７点以上のものは７点とする。

防疫に関する協定締結及び活動実績の評価について

団体構成員※2

Ａ社

Ｂ社

研修参加※3

受講有り愛知県

受講無し

加算点※4

２点

０点

協定等締結中 ※1

２点

０点

加算点区分

３点

1.5点



【別紙１２】

【参考】

元請け

元請け

元請け

※協定に基づく埋却作業等の活動として評価

元請け

元請け

R社 保守警備(交通規制、夜間警備等)

総合評価加点

他の事務所管内への応援

2

Q社 発生農場周辺での消毒作業

総合評価加点

他の事務所管内への応援

2

P社

現場詰所等基地整備・運営、 総合評価加点

発生農場での家畜積込・運搬、 他の事務所管内への応援

埋却地での掘削、埋却、埋戻し等 2

R7.5.10

防疫協定に関する活動実績の評価例(1)

尾張事務所管内

!!家畜伝染病発生農場!!

①業務 Ａ社

現場詰所等基地整備・運営、 総合評価加点

発生農場での家畜積込・運搬、 埋却等作業

埋却地での掘削、埋却、埋戻し等 3

下請け

Ｂ社

現場詰所等基地整備・運営、 総合評価加点

発生農場での家畜積込・運搬、 事務所管内で応援

埋却地での掘削、埋却、埋戻し等 1.5

Ｃ社 発生農場周辺での消毒作業

総合評価加点

事務所管内で応援

1.5

Ｄ社 保守警備(交通規制、夜間警備等)

総合評価加点

事務所管内で応援

1.5

②業務 Ｅ社 消毒ポイントでの消毒作業

総合評価加点

事務所管内で応援

1.5

下請け

下請け

Ｆ社 消毒ポイントでの消毒作業

総合評価加点

事務所管内で応援

1.5

総合評価加点

発生農場での家畜積込・運搬、 埋却等作業

埋却地での掘削、埋却、埋戻し等 3

三河事務所管内から尾張事務所管内(発生農場)での活動

①業務 O社

現場詰所等基地整備・運営、

④業務 Ｈ社 フォークリフト等オペレーター

総合評価加点

他の事務所管内への応援

2

③業務 Ｇ社 消毒ポイントでの消毒作業

総合評価加点

他の事務所管内への応援

2



【別紙１３】
【参考】

尾張事務所管内

ａ 社 埋却等 元請 消毒 下請 3

ｂ 社 埋却等① 元請 埋却等 下請 3

ｃ 社 埋却等 下請 埋却等① 下請 埋却等 下請 1.5

ｄ 社 埋却等 下請 埋却等① 下請 埋却等 元請 3

ｅ 社 消毒③ 元請 埋却等 下請 1.5

ｆ 社 消毒 元請 消毒③ 下請 1.5

ｇ 社 消毒 下請 埋却等② 元請 3

ｈ 社 埋却等② 下請 消毒 元請 1.5

ｉ 社 埋却等② 下請 消毒 下請 1.5

三河事務所管内から尾張事務所管内への応援

ｘ 社 オペレーター 元請 2

ｙ 社 消毒 元請 2

ｚ 社 埋却等② 下請 2

殺処分
5,000頭

防疫協定に関する活動実績の評価例(2)

会社名
○市1例目 ○２例目 ○３例目 総合評価

加点
殺処分
1,000頭

殺処分
15,000頭



【別紙１４】

総合評価落札方式による入札を行う場合の取り扱いについて

(通知：R1.7.18 付事務連絡)

１ 「愛知県と家畜伝染病に係る防疫協定による活動実績」のうち、「埋却作業

等応援の実績」について、尾張農林水産事務所の本所管内と一宮支所管内及

び西三河農林水産事務所の本所管内と幡豆農地整備出張所管内を他管内とし

て取り扱うものとします。

（例）西三河農林水産事務所において、幡豆農地整備出張所管内の防疫活動

に本所管内の業者が参加した場合は、「他の事務所への応援実績」と

して評価します。

２ 防疫協定による活動実績の証明については、契約書等の写しを添付すること

としており、速やかに契約する必要がありますが、やむを得ず、契約事務が整

う前に防疫協定を締結した団体から総合評価落札方式競争入札に係る証明を求

められた場合の参考(例)は別紙のとおりとする。

３ 埋却候補地試掘作業の評価については、「防疫協定に関する活動実績の評価

例(1)」の「消毒ポイントでの消毒作業」と同様の取り扱いとします。



【別紙１５】

参考

（例）

防 疫 活 動 証 明 願

年 月 日

申請者 ○○（団体名）

下記のとおり防疫活動に従事したことを証明してください。

記

１ 活動名（契約名）

豚熱に関する防疫活動

２ 活動場所

〇〇市○○町地内

３ 活動期間

年 月 日から 年 月 日まで

４ 完了年月日

年 月 日

５ 参加者名簿

業者名
契約種別

(元請・下請)
活動内容 備考

防 疫 活 動 証 明 書

上記のとおり防疫活動に従事したことを証明する。

年 月 日

証明者 愛知県○〇事務所 印

注 証明を求める際は、２部作成し、申請してください。

防疫活動証明書の年月日、証明者は記入しないでください。



【別紙１６】

◎農業土木研究会の場合(R6.4.1現在の防疫協定状況による。ここでいう〇〇支部
とは農業土木研究会の各支部をいう)

(1)尾張農林水産事務所
×活動位置②

○尾張本所管内①で防疫活動を行った場合 ×活動位置①
・尾張本所管内業者 管内扱い
・一宮支所管内業者 他管内扱い

○一宮支所管内②で防疫活動を行った場合
・尾張本所管内業者 他管内扱い
・一宮支所管内業者 管内扱い

(2)西三河農林水産事務所

○西三河本所管内③で防疫活動を行った場合
・西三河本所管内業者 管内扱い ×活動位置③
・幡豆出張所管内業者 他管内扱い

幡豆
○幡豆出張所管内④で防疫活動を行った場合

・西三河本所管内業者 他管内扱い
・幡豆出張所管内業者 管内扱い ×活動位置④

(3)旧稲武町

令和5年3月31日までの取り扱いは下記のとおりとする。

○旧稲武町⑤で防疫活動を行った場合

・旧稲武町内業者 管内扱い
・豊田加茂管内業者(旧稲武町除く) 他管内扱い 旧稲武町
・新城設楽管内業者 管内扱い

×活動位置⑤
○豊田加茂管内⑥で防疫活動を行った場合 ×活動位置⑥

・旧稲武町内業者 他管内扱い
・豊田加茂管内業者(旧稲武町除く) 管内扱い
・新城設楽管内業者 他管内扱い

×活動位置⑦
○新城設楽管内⑦で防疫活動を行った場合

・旧稲武町内業者 管内扱い
・豊田加茂管内業者(旧稲武町除く) 他管内扱い
・新城設楽管内業者 管内扱い

旧稲武町管内企業は令和5年3月31日までは新城設楽農林水産事務所管内企業と
して取り扱う。

豊田加茂管内 新城設楽管内

「愛知県と家畜伝染病に係る防疫協定による活動実績」のうち、
「埋却作業等応援の実績」に関する管内・他管内の取扱い例

一宮支所管内

尾張本所管内

西三河本所管内

出張所管内

尾張農林と名古屋支部（尾張本所管内業者）
及び一宮支部（一宮支所管内業者）とで各協

定を締結。

西三河農林と岡崎支部（西三河本所管内業
者）及び幡豆支部（幡豆出張所管内業者）と

で各協定を締結。



別表１－１又は１－２ 別表２

別表３ 別表４

別表１－１又は１－２ 別表２

別表１－１又は１－２ 別表２

別表５

別表１－１又は１－２ 別表２

別表１－１又は１－２ 別表２

別表５

別表１－１又は１－２ 別表２

別表１－１又は１－２ 別表２

別表１－１又は１－２ 別表２

別表１－１又は１－２ 別表２

※地域要件については、愛知県農業水産局及び農林基盤局一般競争入札地域要件設定ガイドラインによる

12 解体工事

地域型
（競争参加資格に地域要件を設定する場合）

広域型
(競争参加資格に地域要件を設定しない場合)

別表 適用表

７ しゅんせつ工事

11 水道施設工事

８ 機械設備工事

９ 造園工事

10 さく井工事

発注工事の種類

６ ほ装工事

４ 管工事

５ 鋼構造物工事

２ 一般建築工事

３ とび・土工・コンクリート工事

１ 一般土木工事



配 点

別表１－１（土木・地域型）
総合評価の型式

ア 技術提案（９点） 簡易型

評価項目 点 特別簡易型

①簡易な施工計画 ９

イ 企業の技術力（１５点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※ ３ 実績３件以上 ３ 実績１件 １ 実績無 ０ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績（民間除く）。

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ５
点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 ２ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 １ 実績無 ０

⑤中長期的な担い手の確保実績(過去２年間) ※ １ 有 １ ※若手技術者の雇用実績。正社員が３０歳未満の若手技術者である場合に評価する。また、エ⑥についても重複評価を認める。

⑥国家資格等の取得者の有無(過去５年間) ※ １ 有 １ ※正規職員における国家資格等の取得有無を評価する。

⑦ＩＣＴ活用工事の取り組み実績の有無(過去１年間) ※ ２ 有 ２

⑧ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（８点）

評価項目 点

①技術者評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

１ 実績有 １ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績、民間除く

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績点の平均点） ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③工事成績(過去５年間の愛知県(農業水産局及び農林基盤局を
除く)発注の同業種工事における最上位成績）
監理技術者等又は現場代理人の実績 ※

点≧84点
2.0

82点
1.0

81点
0.5

④ＣＰＤ実績(過去２年間) ２
１年間の推奨単位を２年

以内に取得 ２
左記以外 ０

エ 地域精通度地域貢献度（１６.５点）

評価項目 点

①地域内での拠点の有無 ２
同一市町村(又は地区)内
２

左記以外 ０

②地域内での公共工事施工実績(過去５年間) ※ １
同一市町村内で
実績有 １

協定を締結中 ２ 左記以外 ０
左記以外

０

事務所管内
で応援実績
有 1.5

他事務所管
内への応援
実績有 ２

④ボランティア活動の実績の有無(土地改良施設等への協力、
企業の森づくり協定、海上の森との企業連携プロジェクト、
山地防災ヘルパー)※ （過去１年度分）

同一市町村内で実績有
２

左記以外
０

⑤ボランティア活動の実績の有無(④以外)※
（過去１年度分）

同一市町村内で実績有
１

左記以外
０

⑥雇用実績(過去２年間) ※ １ 有 １ ※正規社員（採用時に３０歳未満）の雇用実績

⑦女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

⑧完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑨週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑩愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

⑪ＩＳＯ１４０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

実績無
０

埋却作業等活動
実績(応援)有

事務所管内で実績有
１

無 ０

女性の活躍促進宣言の実施 有
0.5

週休２日
１件 １

※④、⑤のボランティア活動実績評価点の合計の最大点は２点とする。

無 ０ ※⑧、⑨は発注工事と同業種のものとする。
※⑧、⑨、⑩の合計の最大点は２点とする。
※⑨の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。

無 ０

２

③防疫・防災等に関する協定等締結及び
活動実績（過去５年間）の有無 ※

７

協定に基づく埋却作業等
活動実績有 ３

実績無
０

実績有
１

実績無
０

実績有
１

２

５

愛知県と家畜伝染病に係る
防疫に関する協定の締結状況

防災等に関する協定等の締結状況

愛知県との協定による活動実績
上記施設に関する

活動実績
上記施設に関する

活動実績

愛知県内又は事務所管内の土地改良
施設･農地海岸施設･治山施設･林道に

ついて協定等締結中 ２

事務所管内の公共土木施設について
協定等締結中 １

※②、③の工事成績評価点の合計の最大点は５点とする。

評価基準と配点

左記以外
０

81≧点＞80
１

事務所管内で実績有
0.5

評価基準と配点

無 ０

１件 １

84≧点＞83
４

無 ０ ※愛知県農業水産局及び農林基盤局発注した同業種の工事における取組実績(ＩＣＴ活用工事取組証の有無)を評価する。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。

実績無 ０

84≧点＞83
４

83点
1.5

１年間の推奨単位の半分
を２年以内に取得 １

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は２点とする。

加算点合計

４８．５

３９．５

※協定等締結と実績は加算
可能。
防疫に関する協定と防災
等に関する協定等は加算
可能。
ただし、上限は７点とす
る。

無 ０

無 ０

９点～０点

評価基準と配点

無 ０

※発注工事と同業種のものとする。

評価基準と配点

81≧点＞80
１

左記以外 ０

同一市町村内で
実績無 ０

評価項目

ア＋イ＋ウ＋エ

イ＋ウ＋エ

実績２件 ２

２
１件 0.5

事務所(又は市町村)管内
１

左記以外
０



配 点

別表１－２（土木・地域型(担い手活用)）

総合評価の型式

ア 技術提案 特別簡易型

該当なし

イ 企業の技術力（１５点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績（過去１０年間） ※ ３ 実績３件以上 ３ 実績１件 １ 実績無 ０ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績（民間除く）。

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ５
点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 ２ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 １ 実績無 ０

⑤中長期的な担い手の確保実績(過去２年間) ※ １ 有 １ ※若手技術者の雇用実績。正社員が３０歳未満の若手技術者である場合に評価する。

⑥国家資格等の取得者の有無(過去５年間) ※ １ 有 １

⑦ＩＣＴ活用工事の取り組み実績の有無(過去１年間) ※ ２ 有 ２

⑧ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（６点）

評価項目 点

①ＣＰＤ実績(過去２年間) ２
１年間の推奨単位を２年以

内に取得 ２
左記以外 ０

②資格の保有 ２
１級土木施工
管理技士 ２

左記以外 ０

③現場代理人又は主任(監理)技術者の年齢及び女性の活用 ２
３０歳未満又は女性

２
左記以外 ０ ※技術資料提出時点の年齢。

エ 地域精通度地域貢献度（１４.５点）

評価項目 点

①地域内での拠点の有無 ２
同一市町村(又は地区)内
２

左記以外 ０

②地域内での公共工事施工実績(過去５年間) ※ １
同一市町村内で
実績有 １

※発注工事と同業種のものとする。

協定を締結中 ２ 左記以外 ０
左記以外

０

事務所管内
で応援実績
有 1.5

他事務所管
内への応援
実績有 ２

④ボランティア活動の実績の有無(土地改良施設等への協力、
企業の森づくり協定、海上の森との企業連携プロジェクト、
山地防災ヘルパー)※ （過去１年度分）

同一市町村内で実績有
２

左記以外
０

⑤ボランティア活動の実績の有無(④以外)※
（過去１年度分）

同一市町村内で実績有
１

左記以外
０

⑥女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

⑦完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑧週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑨愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

愛知県と家畜伝染病に係る
防疫に関する協定の締結状況

防災等に関する協定等の締結状況

愛知県内又は事務所管内の土地改良
施設･農地海岸施設･治山施設･林道に

ついて協定等締結中 ２

無 ０

愛知県との協定による活動実績
上記施設に関する

活動実績
上記施設に関する

活動実績

実績無
０

実績有
１

実績無
０

実績有
１

実績無
０

埋却作業等活動
実績(応援)有

事務所管内の公共土木施設について
協定等締結中 １

女性の活躍促進宣言の実施 有
0.5

事務所管内で実績有
１

事務所管内で実績有
0.5

協定に基づく埋却作業等
活動実績有 ３

※④、⑤のボランティア活動実績評価点の合計の最大点は２点とする。

※⑦、⑧は発注工事と同業種のものとする。
※⑦、⑧、⑨の合計の最大点は２点とする。
※⑧の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。

事務所(又は市町村)管内
１

１件 0.5

無 ０ ※愛知県農業水産局及び農林基盤局発注した同業種の工事における取組実績(ＩＣＴ活用工事取組証の有無)を評価する。

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は２点とする。

※協定等締結と実績は加算
可能。
防疫に関する協定と防災
等に関する協定等は加算
可能。
ただし、上限は７点とす
る。

イ＋ウ＋エ

４０歳未満
１

③防疫・防災等に関する協定等締結及び
活動実績（過去５年間）の有無 ※

７

２

同一市町村内で
実績無 ０

２

無 ０

週休２日
１件 １

２

評価項目

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。

無 ０

実績２件 ２

84≧点＞83
４

１件 １

加算点合計

３５．５

評価基準と配点

81≧点＞80
１

左記以外
０

評価基準と配点

無 ０

無 ０

※正規職員における国家資格等の取得有無を評価する。またウ②についても重複評価を認める。

評価基準と配点

２級土木施工
管理技士 １

１年間の推奨単位の半分を
２年以内に取得 １



配 点

別表２(土木･広域型)

総合評価の型式

ア 技術提案（９点） 簡易型

評価項目 点 特別簡易型

①簡易な施工計画 ９

イ 企業の技術力（１３点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績（過去１０年間） ※ ３ 実績３件以上 ３ 実績１件 １ 実績無 ０ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績（民間除く）。

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ５
点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 ２ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 １ 実績無 ０

⑤ＩＣＴ活用工事の取り組み実績の有無(過去１年間) ※ ２ 有 ２

⑥ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（９点）

評価項目 点

①技術者評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

２ 実績２件以上 ２ 実績無 ０ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績、民間除く

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績点の平均点） ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③工事成績(過去５年間の愛知県(農業水産局及び農林基盤局を
除く)発注の同業種工事における最上位成績）
監理技術者等又は現場代理人の実績 ※

点≧84点
2.0

82点
1.0

81点
0.5

④ＣＰＤ実績(過去２年間) ２
１年間の推奨単位を
１年以内に取得 ２

左記以外 ０

エ 地域精通度地域貢献度（９.５点）

評価項目 点

①主たる営業所所在地 ２ 事務所管内 ２ 左記以外 ０

②愛知県内での公共工事施工実績(過去１０年間) ※ ３ 同一市町村内 ３ 愛知県内 １ 実績無 ０ ※発注工事と同業種のものとする。

③防疫・防災等に関する協定等の締結 １ 協定等締結中 １

④女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

⑤完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑥週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑦愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

⑧ＩＳＯ１４０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

評価項目

ア＋イ＋ウ＋エ ４０．５

加算点合計

実績２件 ２

84≧点＞83
４

１件 １

評価基準と配点

81≧点＞80
１

左記以外 ０

評価基準と配点 イ＋ウ＋エ

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は２点とする。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。

３１．５

左記以外 ０

左記以外 ０

無 ０

２
１件 0.5

無 ０

９点～０点

無 ０

１年間の推奨単位を
２年以内に取得 １

週休２日
１件 １

無 ０

※愛知県農業水産局及び農林基盤局発注した同業種の工事における取組実績(ＩＣＴ活用工事取組証の有無)を評価する。

評価基準と配点

評価基準と配点

81≧点＞80
１

愛知県内 １

事務所管内 ２

左記以外 ０

あいち女性輝きカンパニーの認証又は女性活躍促進
法に基づく認定（えるぼし・プラチナえるぼし）

有 0.5

※②、③の工事成績評価点の合計の最大点は５点とする。

※⑤、⑥は発注工事と同業種のものとする。
※⑤、⑥、⑦の合計の最大点は２点とする。
※⑥の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。２

無 ０

５
83点
1.5

実績１件 １

84≧点＞83
４



配 点

別表３（建築・地域型）

総合評価の型式

ア 技術提案（９点） 簡易型

評価項目 点 特別簡易型

①簡易な施工計画 ９

イ 企業の技術力（８点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ２ 実績２件以上 ２ 実績無 ０

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ２
点＞86
2.0

84≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 １ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 0.5

⑤中長期的な担い手の確保実績(過去２年間) ※ １ 有 １

⑥国家資格等の取得者の有無(過去５年間) ※ １ 有 １

⑦ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（５点）

評価項目 点

①技術者評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

１ 実績有 １

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績点の平均点） ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

点＞86
2.0

84≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

③工事成績(過去５年間の愛知県(農業水産局及び農林基盤局を除
く)発注の同業種工事における最上位成績）
監理技術者等又は現場代理人の実績 ※

点＞86
2.0

83≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

④ＣＰＤ実績(過去１年間) ２
１年間の推奨単位

を１年以内に取得 ２
左記以外 ０

エ 地域精通度地域貢献度（９.５点）

評価項目 点

①地域内での拠点の有無 ２ 同一市町村内 ２ 左記以外 ０

②地域内での企業評価対象工事の施工実績
（過去１０年間） ※

２ 同一市町村内 ２ 左記以外 ０

③ボランティア活動の実績の有無(土地改良施設等への協力、
企業の森づくり協定、海上の森との企業連携プロジェクト、
山地防災ヘルパー)※ （過去１年度分）

愛知県内で実績有
１

④ボランティア活動の実績の有無(③以外)※
（過去１年度分）

愛知県内で実績有
0.5

⑤雇用実績(過去２年間) ※ １ 有 １ ※正規社員（採用時に３０歳未満）の雇用実績

⑥女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

⑦ＩＳＯ１４０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

⑧完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑨週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑩愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

※⑧、⑨は発注工事と同業種のものとする。
※⑧、⑨、⑩の合計の最大点は２点とする。
※⑨の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとする。
実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。左記以外 ０

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は１点とする。

※若手技術者の雇用実績。正社員が３０歳未満の若手技術者である場合に評価する。また、エ⑤についても重複評価を認める。

※正規職員における国家資格等の取得有無を評価する。

※イ①で対象とした施工実績を施工場所によっても評価する。

※③、④のボランティア活動実績評価点の合計の最大点は１点とする。

※②、③の工事成績評価点の合計の最大点は２点とする。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとする。

１

女性の活躍促進宣言の実施 有
0.5

愛知県内で実績無
０

無 ０

週休２日
１件 １

無 ０

左記以外 ０

左記以外 ０

２

無 ０

２

１件 0.5

評価基準と配点

実績無 ０

86≧点＞84
1.5

86≧点＞84
1.5

事務所管内 １

事務所管内 １

評価基準と配点

無 ０

無 ０

無 ０

無 ０

愛知県内で実績無
０

１年間の推奨単位の半分
を１年以内に取得 １

評価基準と配点

イ＋ウ＋エ ２２.５

評価項目 加算点合計

３１.５

評価基準と配点

ア＋イ＋ウ＋エ

９点～０点

実績１件 １

１
実績無 ０

86≧点＞84
1.5



配 点

別表４（建築・広域型）

総合評価の型式

ア 技術提案（９点） 簡易型

評価項目 点 特別簡易型

①簡易な施工計画 ９

イ 企業の技術力（６点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ２ 実績２件以上 ２ 実績無 ０

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ２
点＞86
2.0

84≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 １ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 0.5

⑤ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（６点）

評価項目 点

①技術者評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

２ 実績２件以上 ２ 実績無 ０

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績点の平均点） ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

点＞86
2.0

84≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

③工事成績(過去５年間の愛知県(農業水産局及び農林基盤局を除
く)発注の同業種工事における最上位成績）
監理技術者等又は現場代理人の実績 ※

点＞86
2.0

84≧点＞82
1.0

82≧点＞80
0.5

④ＣＰＤ実績(過去１年間) ２
１年間の推奨単位

を１年以内に取得 ２
左記以外 ０

エ 地域精通度地域貢献度（７.５点）

評価項目 点

①主たる営業所所在地 ２ 事務所管内 ２ 左記以外 ０

②愛知県内での企業評価対象工事の施工実績
（過去１０年間） ※

２ 事務所管内 ２ 左記以外 ０

③女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

④ＩＳＯ１４０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

⑤完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑥週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑦愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

評価項目 加算点合計

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は１点とする。

※イ①で対象とした施工実績を施工場所によっても評価する。

※②、③の工事成績評価点の合計の最大点は２点とする。

左記以外 ０

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとする。

１９.５

ア＋イ＋ウ＋エ

１年間の推奨単位の半分
を１年以内に取得 １

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとする。
実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。

２８.５

※⑤、⑥は発注工事と同業種のものとする。
※⑤、⑥、⑦の合計の最大点は２点とする。
※⑥の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。

イ＋ウ＋エ

２

左記以外 ０

左記以外 ０

無 ０

１

実績１件 １

86≧点＞84
1.5

86≧点＞84
1.5

評価基準と配点

評価基準と配点

９点～０点

実績１件 １

86≧点＞84
1.5

１件 0.5

実績無 ０

評価基準と配点

評価基準と配点

愛知県内 １

愛知県内 １

あいち女性輝きカンパニーの認証又は女性活躍促進
法に基づく認定（えるぼし・プラチナえるぼし）

有 0.5

無 ０

２

無 ０

週休２日
１件 １

無 ０



配 点

別表５(鋼構造物・機械設備)

総合評価の型式

ア 技術提案（９点） 簡易型

評価項目 点 特別簡易型

①簡易な施工計画 ９

イ 企業の技術力（１１点）

評価項目 点

①企業評価対象工事の施工実績（過去１０年間） ※ ３ 実績３件以上 ３ 実績１件 １ 実績無 ０ ※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績（民間除く）。

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績の平均点) ※ ５
点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③優良工事表彰の実績(過去５年間の農業水産局及び農林基盤局
発注工事) ※

２件 ２ 実績無 ０

④優良工事表彰の実績(過去５年間の愛知県（農業水産局及び農
林基盤局発注工事を除く)知事及び国の局長表彰以上） ※

２件 １ 実績無 ０

⑤ＩＳＯ９０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

ウ 配置予定技術者の能力（９点）

評価項目 点

①技術者評価対象工事の施工実績(過去１０年間) ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

２ 実績２件以上 ２ 実績無 ０

②工事成績(過去５年間の各年度最上位成績点の平均点） ※
監理技術者等又は現場代理人の実績

点＞84
５

83≧点＞82
３

82≧点＞81
２

③工事成績(過去５年間の愛知県(農業水産局及び農林基盤局を除
く)発注の同業種工事における最上位成績）
監理技術者等又は現場代理人の実績 ※

点≧84点
2.0

82点
1.0

81点
0.5

④ＣＰＤ実績(過去２年間) ２
１年間の推奨単位を１年

以内に取得 ２
左記以外 ０

エ 地域精通度地域貢献度（８.５～１３.５点）

評価項目 点

①主たる営業所所在地 ２ 事務所管内 ２ 左記以外 ０

②愛知県内での公共工事施工実績（過去１０年間） ※ ３ 同一市町村内 ３ 愛知県内 １ 実績無 ０

[選択項目：機械設備のうち排水ポンプを含む工事] ※
③緊急時の排水ポンプ設備のメンテナンスに係る協定等締結及び
メンテナンス実績の有無
（過去１０年間） ※

５
協定等を締結していて、
その協定等に基づくメン
テナンス実績有 ５

協定等は無いが
緊急時のメンテ
ナンス実績有
２

該当無 ０

④女性の活躍促進への取組の有無 0.5
左記以外

０

⑤完全週休２日または週単位の週休２日の取組実績の有無（過去
１年間）※

完全週休２日
週単位の週休２日

有 ２

⑥週休２日の取組実績の有無（過去１年間）※
週休２日

２件以上 ２
無 ０

⑦愛知県休み方改革マイスター企業認定取得の有無 有 0.5

⑧ＩＳＯ１４０００シリーズ取得の有無 １ 有 １

81≧点＞80
１

左記以外 ０ ※②、③の工事成績評価点の合計の最大点は５点とする。

※優良工事表彰の実績は、③と④を合わせて２件までを評価の対象とする。
※③、④の優良工事表彰の実績評価点の合計の最大点は２点とする。

※⑤、⑥は発注工事と同業種のものとする。
※⑤、⑥、⑦の合計の最大点は２点とする。
※⑥の週休２日は「週休２日の質の向上」及び「月単位の週休２日」を評価する。

※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。実績の無い年度の工事成績は80点として計算する。

評価基準と配点

81≧点＞80
１

左記以外 ０

評価基準と配点

９点～０点

28.5～33.5

評価項目 加算点合計

イ＋ウ＋エ

ア＋イ＋ウ＋エ 37.5～42.5

※国・地方公共団体（特殊法人等含む）の施工実績、民間除く

無 ０

実績１件 １

84≧点＞83
４

83点
1.5

評価基準と配点

実績２件 ２

84≧点＞83
４

１件 0.5

※機械設備のうち排水ポンプを含む工事とは、主ポンプ、減速機、原動機、自家発電機、電気盤等の
製作・据付工事（オーバーホール工事含む）とする。
※愛知県内の農業用排水機場を管理する団体等（地方公共団体及び土地改良区）締結した協定等を対
象とする。

※発注工事と同業種のものとする。

左記以外 ０
※農業水産局及び農林基盤局発注工事で同業種のものとす
る。

無 ０

評価基準と配点

１年間の推奨単位を２年
以内に取得 １

愛知県内 １

事務所管内 ２

緊急時のメンテナンスに
ついて協定等有 ３

あいち女性輝きカンパニーの認証又は女性活躍促進
法に基づく認定（えるぼし・プラチナえるぼし）

有 0.5

２

無 ０

週休２日
１件 １

無 ０

５

２

１件 １



別表９ 技術提案等評価結果 （別表１－１）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 0 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－ と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に 入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に 失格」と記入する。

地域精通貢献

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

地
域
内
施
工
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

加
算
点
順
位

工
事
の
施
工
実
績

企業の技術力

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

（元号） 年 月 日提出

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

落札
者又
は

落札
候補
者

入札
価格
順位

小
計

工
事
の
施
工
実
績

雇
用
実
績

地
域
内
拠
点

女
性
の
活
躍
促
進

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

評価
値順
位

加算
点計
(a)

入札価格(円）

予定技術者

防
疫
・
防
災
協
定
等

工
事
成
績

技
術
提
案

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績

減
点
点
数

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

中
長
期
担
い
手
確
保

国
家
資
格
等
取
得

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事



別表９ 技術提案等評価結果 （別表１ ２）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

落札者
又は

落札候
補者

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

入札価格(円）

減
点
点
数

評価値
順位

加算点
計(a)

小
計

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績

女
性
の
活
躍
促
進

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事

工
事
の
施
工
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

地
域
内
施
工
実
績

資
格
の
保
有

加
算
点
順
位

企業の技術力 予定技術者 地域精通貢献

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

（元号） 年 月 日提出

中
長
期
担
い
手
確
保

入札価
格順位

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

現
場
代
理
人
又
は
主
任

(

監
理

)

技
術
者
の
年

齢
及
び
女
性
の
活
用

国
家
資
格
等
取
得

地
域
内
拠
点

防
疫
・
防
災
協
定
等



別表９ 技術提案等評価結果 （別表２)

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

（元号） 年 月 日提出

加
算
点
順
位

技
術
提
案

企業の技術力 予定技術者 地域精通貢献

工
事
成
績

工
事
の
施
工
実
績

優
良
工
事
表
彰

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事

工
事
の
施
工
実
績

落札者
又は

落札候
補者

加算点
計(a)

営
業
所
所
在
地

県
内
公
共
工
事

施
工
実
績

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績

工
事
成
績

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

評価値
順位

防
疫
・
防
災
協
定
等

女
性
の
活
躍
促
進

入札価
格順位

入札価格(円）
小
計

減
点
点
数



別表９ 技術提案等評価結果 （別表３）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退 と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

地
域
内
施
工
実
績

地域精通貢献

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績

落札者
又は
落札候
補者

（元号） 年 月 日提出

入札価
格順位

女
性
の
活
躍
促
進

入札価格
または
基準価格
(円）(b)

※第７による

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

入札価格(円）

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

評価値
順位

国
家
資
格
等
取
得

加算点
計(a)

雇
用
実
績

小
計

減
点
点
数

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

地
域
内
拠
点

工
事
の
施
工
実
績

工
事
成
績

加
算
点
順
位

技
術
提
案

企業の技術力 予定技術者

工
事
の
施
工
実
績

工
事
成
績

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

優
良
工
事
表
彰

中
長
期
担
い
手
確
保



別表９ 技術提案等評価結果 （別表４）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

減
点
点
数

評価値
順位

営
業
所
所
在
地

県
内
評
価
対
象
工
事
の

施
工
実
績

加算点
計(a)

入札価格(円）
入札価
格順位

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

地域精通貢献

（元号） 年 月 日提出

加
算
点
順
位

技
術
提
案

企業の技術力 予定技術者

落札者
又は

落札候
補者

女
性
の
活
躍
促
進

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

小
計

工
事
成
績

工
事
の
施
工
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

工
事
の
施
工
実
績

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績



別表９ 技術提案等評価結果 （別表５）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

入札価
格順位

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績

営
業
所
所
在
地

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

地域精通貢献

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

加算点
計(a)

女
性
の
活
躍
促
進

県
内
公
共
工
事
の

施
工
実
績

ポンプ有

工
事
の
施
工
実
績

入札価格(円）
小
計

減
点
点
数

落札者
又は

落札候
補者

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

（元号） 年 月 日提出

評価値
順位

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
定

及
び
実
績
の
有
無

加
算
点
順
位

技
術
提
案

企業の技術力 予定技術者

工
事
の
施
工
実
績

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

工
事
成
績



別表９ 技術提案等評価結果 （別表５）

事務所名：

工 事 名：

工事場所：

予定価格(d)： 円(税抜き) 基準価格 円

業者名 等級

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。
技術提案の評価理由は、別紙にて表を作成するものとする。
特別簡易型の場合、技術提案の欄に「－」と記入する。
予定価格、入札価格については、公告及び入札書に記載された価格を記載する。
入札辞退は、入札価格欄に「入札辞退」と記入する。
失格は、評価値欄に「失格」と記入する。

評価値
順位

加算点
計(a)

落札者
又は

落札候
補者

（元号） 年 月 日提出

加
算
点
順
位

技
術
提
案

企業の技術力 予定技術者

女
性
の
活
躍
促
進

ポンプ無

工
事
の
施
工
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０

工
事
の
施
工
実
績

減
点
点
数

入札価
格順位

入札価格
または

基準価格
(円）(b)

※第７による

評価値
(c)

c=(100+a)
/100*d/b

工
事
成
績

入札価格(円）

Ｃ
Ｐ
Ｄ
実
績

営
業
所
所
在
地

県
内
公
共
工
事
の

施
工
実
績

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０

地域精通貢献

小
計

週
休
２
日
工
事

の
取
組
実
績


